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甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予

防
条
例
施
行
規
則

「
昭
和
五
十
一
年
十
月
十
五
日
J

r

規

則

第

九

号

」

改
正
昭
和
五
五
年
三
月
三
一
日
規
則
第
一
号

昭
和
六
一
年
六
月
一
日
規
賊
第
一
号

‘
平
成
二
年
三
月
一
五
日
規
則
第
一
号

平

成

四

年

四

月

一

日

規

則

第

七

号

平
成
七
年
三
月
三
一
日
規
則
第
七
号

平
成
九
年
七
月
二
二
日
規
則
第
七
号

平
成
一
一
年
三
月
三

O
日
規
則
第
一
号

平
成
一
六
年
三
月
二
五
日
規
則
第
六
号

平
成
一
七
年
一
一
月
二
四
日
規
則
第
一
一
号

平
成
二
四
年
一

O
月
=
二
日
規
則
第
六
号

平
成
二
六
年
八
月
二
二
日
規
則
第
五
号

ご
部
未
施
行
三
六
五
五
・
3
ペ
ー
ジ
参
照
)

(
目
的
)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
(
昭

和
五
十
一
年
条
例
第
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
)
の
施
行
に
つ
い
て

必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(
標
識
及
び
掲
示
板
等
)

条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条
第
一
項
第
五
号

第
二
条

第
八
編

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

三
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及
び
第
三
項
、
第
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、

第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
七
条
第
三
号
、
第
二
十
三
条
第
二

項
、
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
五
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
一

号
、
第
三
十
一
条
の
六
第
九
号
、
第
三
十
三
条
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
五

号
並
び
に
第
三
十
九
条
第
四
号
に
規
定
す
る
標
識
、
掲
示
板
及
び
表
示
は
、

別
表
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(
火
災
予
防
上
危
険
な
物
品
)

第
三
条
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
火
災
予
防
上
危
険
な
物
品

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
常
時
携
帯
す
る
物
品
で
軽
易
な
も
の

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

消
防
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
)
別
表
に
掲
げ
る
危
険

物
及
び
条
例
別
表
第
八
に
掲
げ
る
指
定
可
燃
物
の
う
ち
可
燃
性
固
体
類
及

び
可
燃
性
液
体
類

一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
(
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
三

号
)
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
可
燃
性
ガ
ス

三
火
薬
類
取
締
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
)
第
二
条
第
一

項
に
掲
げ
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
二
項
に
掲
げ
る
が
ん
具
用
煙
火

(
喫
煙
等
の
承
認
等
)

第
四
条
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
各
号
に

掲
げ
る
場
所
に
お
け
る
喫
煙
若
し
く
は
裸
火
の
使
用
文
は
火
災
予
防
上
危
険



三
五
八
四

第
八
編

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ

な
物
品
の
持
込
み
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
喫
煙
等
承
認
申
請
書

(
第
一
号
様
式
)
を
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
た
と
き
は
、

申
請
書
の
一
部
に
承
認
済
印
(
第
一
号
様
式
空
己
を
押
印
し
、
及
び
必
要

な
事
項
を
記
載
し
て
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

3

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ

た
場
合
に
お
い
て
、
火
災
予
防
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
て
承
認
を
し
な
い
と

き
は
、
喫
煙
等
不
承
認
通
知
書
(
第
一
号
様
式
の
三
)
に
よ
り
当
該
承
認
の

申
請
を
し
た
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

4

消
防
長
文
は
消
防
署
長
は
、
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
基
づ
く
承
認
を
し
た
場
合
で
、
当
該
承
認
を
受
け
た
場
所
の
存
す
る
防
火

対
象
物
に
お
い
て
火
災
が
発
生
し
た
と
き
、
又
は
承
認
の
内
容
若
し
く
は
承

認
の
際
に
附
さ
れ
た
条
件
に
違
反
す
る
行
為
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
承

認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

5

消
防
長
文
は
消
防
署
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
取
り
消
し
た
と

き
は
、
喫
煙
等
承
認
取
消
通
知
書
(
第
一
号
様
式
の
四
)
に
よ
り
当
該
承
認

を
受
け
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
防
火
対
象
物
の
使
用
開
始
の
届
出
)

第
五
条
条
例
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
防
火
対
象
物
の
使
用
を
開
始
し
ょ

う
と
す
る
者
は
、
使
用
開
始
の
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
防
火
対
象
物
使
用
開

2 

始
届
出
書
(
第
二
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
の
二
)

る
書
類
を
添
え
て
、
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

防
火
対
象
物
の
配
置
図

各
階
平
面
図

消
防
用
設
備
等
の
設
計
図
書
(
消
火
器
具
、
避
難
器
具
等
の
配
置
図
を

含
む
。
)

2 

前
項
の
届
出
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
変
更
を
生
じ
た
日
か
ら
七

日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

L、
3 

前
二
項
の
届
出
に
対
し
て
は
、
副
本
に
証
印
(
第
三
号
様
式
)
を
押
印
し

て
、
届
出
人
に
交
付
す
る
。

(
火
を
使
用
す
る
設
備
等
の
設
置
の
届
出
)

条
例
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
設
置
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
設
置

第
六
条

届
出
書
(
第
四
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
の
固
ま
で
)
に
、
次
の
各
号
に
規

定
す
る
書
類
を
添
え
て
、
消
防
長
文
は
消
防
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

p
k

、。

+
ん

E
V

水
素
ガ
ス
を
充
て
ん
す
る
気
球
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
設
置
場
所
附
近

の
見
取
図
、
気
球
の
見
取
図
及
び
電
飾
を
付
置
す
る
場
合
は
電
飾
の
配
線

図

A
〔
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五
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そ
の
他
の
設
備
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
備
の
設
計
図
書

2 

前
項
の
届
出
に
対
し
て
は
、
副
本
に
証
印
〈
第
三
号
様
式
)
を
押
印
し

て
、
届
出
人
に
交
付
す
る
。

(
火
災
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
煙
等
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
等
の
届
出
〉

第
七
条

条
例
第
四
十
五
条
に
規
定
す
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
届
出

書
〈
第
五
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
の
五
ま
で
〉
に
、

そ
の
区
域
及
び
場
所

の
略
図
を
添
え
て
、
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
つ
い
て
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
及
び
そ
の

内
容
が
軽
易
な
事
項
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

口
頭
を
も
っ
て
届
け
出
る

こ
と
が
で
き
る
。

2 

前
項
の
届
出
に
対
し
て
は
、
副
本
に
証
印
〈
第
三
号
様
式
〉
を
押
印
し

(て
指
定届
洞i出
道 人
等に
の交
届付
出す
〉る

第
七
条
の
こ

条
例
第
四
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
指
定
洞
道
等
の
届
出
及
び

そ
の
変
更
の
届
出
は
、
指
定
洞
道
等
届
出
書
(
第
六
号
様
式
〉
に
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
変
更
の
届
出
に
あ
っ
て
は
、
変
更
す
る
事
項
以
外
の
書

類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

指
定
洞
道
等
の
経
路
、
出
入
口
及
び
換
気
等
の
位
置
を
記
載
し
た
経
路

D
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概
略
図

指
定
洞
道
等
の
内
部
に
敷
設
さ
れ
て
い
る
通
信
ケ
ー
ブ
ル
等
、
消
火
設

備
、
電
気
設
備
、
換
気
設
備
、
連
絡
電
話
設
備
、
排
水
設
備
、
防
水
設

備
、
金
物
設
備
、
そ
の
他
主
要
な
設
備
の
概
要
書

指
定
洞
道
等
の
内
部
に
お
け
る
火
災
に
対
す
る
次
の
安
全
対
策

付

通
信
ケ
ー
ブ
ル
等
の
難
燃
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

tヰ

火
気
を
使
用
す
る
工
事
又
は
作
業
を
行
う
場
合
の
火
気
管
理
及
び
喫

煙
管
理
等
の
出
火
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

同

火
災
発
生
時
に
お
け
る
延
焼
拡
大
防
止
、
早
期
発
見
、
初
期
消
火
、

通
報
連
絡
、
避
難
、
消
防
隊
へ
の
情
報
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

制

職
員
及
び
作
業
員
の
教
育
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

同

そ
の
他
安
全
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

(
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
等
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
の
届
出
等
)

条
例
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物

等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
お
う
と
す
る
者
は
、
匙
耽
勝
…
貯
蔵
取
扱
い

届
出
書
(
第
七
号
様
式
〉
に
、
貯
蔵
又
は
取
扱
い
の
場
所
の
見
取
図
を
添
え

第
八
条

て
、
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2 

条
例
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
等
の

貯
蔵
又
は
取
扱
い
を
廃
止
す
る
者
は
、
齢
一
日
ー
耽
鰍
例
貯
蔵
取
扱
い
廃
止
届
出

第
八
編

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
〉

三
五
八
五



第
八
編

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)
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書
(
第
七
号
様
式
の
二
〉
を
、
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

工、つ

E
、。
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3 

前
項
の
届
出
に
対
し
て
は
、
副
本
に
証
印
(
第
三
号
様
式
〉
を
押
印
し

て
、
届
出
人
に
交
付
す
る
。

(
タ
ン
ク
の
水
張
検
査
等
の
申
請
等
〉

第
九
条

条
例
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
タ
ン
ク
の
水
張
検
査
又
は
水
圧
検

査
(
以
下
「
タ
ン
ク
の
水
張
検
査
等
」
と
い
う
。
〉
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

向
少
量
危
険
物
等
林
一
線
描
申
請
書
(
第
八
号
様
式
〉
に
タ
ン
ク
の
構
造

明
細
図
書
を
添
え
て
、
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

L、
2 

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、

タ
ン
ク
の
水
張
検
査
等
を
行
っ
た
結
果
、
条

例
第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
、
第
三
十
一
条
の
五
第
四
号
、
第
三
十
一
号
の

六
第
二
号
及
び
第
三
十
三
条
第
二
項
に
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に

適
合
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
タ
ン
ク
の
水
張
検
査
等
の
申
請
を
し
た

者
に
、
少
量
危
険
物
等
タ
ン
ク
検
査
済
証
(
第
八
号
様
式
の
二
〉
を
交
付
す

る
も
の
と
す
る
。

附

員リ

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
標
識
及
び
表
示
で
、
別

表
に
違
反
し
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
の
規
則
の
当
該
規
定
に
基
づ
い
て
設
置

さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附

則
(
昭
和
五
五
年
規
則
第
一
号
〉

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
(
昭
和
六
一
年
規
則
第
一
号
〉

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
(
平
成
二
年
規
則
第
一
号
〉

(
施
行
期
日
〉

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
年
五
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

〈
届
出
の
様
式
等
〉

第
二
条

火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
(
平
成
元
年
十
二
月
二
十

六
日
第
十
五
号
〉
附
則
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
あ
っ
て
は
、

届
出
書
(
第
八
号
様
式
)
に
よ
っ
て
、
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2 

前
項
の
届
出
に
対
し
て
は
、
副
本
に
証
印
〈
第
二
号
様
式
〉
を
押
印
し
て

届
出
人
に
交
付
す
る
。

附

則
(
平
成
四
年
規
則
第
七
号
〉

こ
の
規
則
は
、
平
成
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
(
平
成
七
年
規
則
第
七
号
)

D

〔
甲
府
広
域
入
〕



A

〔
甲
府
広
域
二
三
〕

こ
の
規
則
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
(
平
成
九
年
規
則
第
七
号
)

こ
の
規
則
は
、
平
成
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
(
平
成
一
一
年
規
則
第
一
号
)

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
(
平
成
二
ハ
年
規
則
第
六
号
)

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
(
平
成
一
七
年
規
則
第
一
一
号
)

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
(
平
成
二
四
年
規
則
第
六
号
)

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
八
編

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

三
五
八
七



第
八
編

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

三
五
八
八

別
表
(
第
二
条
関
係
)

第第第 第 第 第 第 第 第第第第第根
一一一 一 一 一 一 十 十十十十八一一一 一 一 一 一
十十十 十 十 十 十 七 二二一一条拠
四一一 一 一 一 一

条第 条第条第条の条第の 条
一 一 一 一

条条条 条 条 条
条第第第の 第 第 第 一 一一一一第一一 一一一五一一 五 四 四 一 号 項項第二項第一 文一

項項第 項 項第 項第 項 及及 項
一 ぴび項五及
号 一 一 第第号び一

号 号 四二及第
項項び二

第項
一
項

指危 すて「 ー「 煙「 」右河主電=本ヲ由軍「主司 禁水
蓄電発電速急変電燃料 標定

。>->-
喫 で全 止素L_ '-、ー

可険 とのの 煙 す館 と煙 すガ 池設備充設電 識
燃 階階 所 Lー。金云R量 表、 るス 設電備池類
物物 支はは

L_ 

と」煙 不「 旨を 備設発の
'--v一-' と し火 の充 備 電設 種類

し右京主E毒京'" 
表又をを すこ煙煙 表 た気 標て

表貯 標でで 刀ミ 刀ミtま 標厳 不ん 備
刀ミ蔵 し し

識禁 す
しし

識すす
た

ザんー当--， 
L _  る で」 一

標OTこ 喫又 標 文 気 あ
標文 煙は 識 識。

}主 球 る
識は 所 。 の ヒ日コ

取 は「 tま 危 掲揚
の

り 。き 全 険 標 規
扱 階。 館

物
場 識

つ 所 告リ
て にO お

口E口Z 
の

L、 あに L、 持 立 事
る りお て 込 入
旨 まし、 右ヲ苦主言= 厳 を 項

幅

30以上 25以上 30以上 25以上 25以上 30以上 15以上 寸

cm 

長

60以上 50以上 10以上 50以上 50以上 60以上 30以上
さ

法
cm 

白 赤 白 赤 条赤 赤 白 地例
、、-'

色
/"、

豆Z 白 里 白 条白 白 里主 文
例 字、、J

A
〔
甲
府
広
域
二
三
〕



A

〔
甲
府
広
域
二
三
〕

第 第 第 第 第第第
一一一一 一 一 一 一一一一 一 一一一

十 十 十 十 十十十
九 九 一 四二一一 一

条第 条第 条第 条 条第条第条の
の

四 四 一 _._ 五一一一 /'¥ 

号 号 項 第 項項第
九 一
号 号

満員
定 表文り移 は非 指危
員 不字扱動 、常 定

キL 表 はつタ 「の 可険
刀ミ 、てン 緊場

燃物物板
反射塗いタ

急合
レ

るで ，、e、t;ーMヲ」p 

旨可 l直 不の
料の能 」ち 板品

そ表基体
等に 名

のー
の鎖聞他刀はミ

最
表す

大数刀ミる

操 量

作 等
を

の
掲

る
ヒ日2 

刀ミ
も 又 の し
のは 表 た
で取 刀ミ 掲

50以上 30以上 30以上 6.3以上 30以上

25以上 25以上 30以上 12.5以上 60以上|

赤 白 黒 赤
r--. 

※ 
注、、ー〆

白 黄 白豆Z

(
※
注
)

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
五
号
の
例
に
よ
る
こ
と
。

第
八
編

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

三
五
八
九



第
八
編

第1号様式(第4条関係)

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

喫煙等承認申請書

年 月 日

様

申請者

住所

(電話 番)

氏名 印

火災予防条例第23条第1項ただし書の規定により、喫煙等禁止場所におけ

る禁止行為の解除の承認を受けたいので、次のとおり申請します。

所在地 電話 番 i

防 火
名 称

対象物
関係者

行 為 喫煙 . 裸火使用 . 危険物品持込み

内 h廿』

期 間
承認を受け
ょうとする 申請場所
行為等

所在地
勤務先

責任者 名称 電話 番

火災予防上講ずる措置

※承認条件

※受 付 欄 ※経過欄

三
五
九

O

1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を

記入すること。

3 ※印欄は、記入しないこと。

4 申請場所付近の見取図及び詳細図を添付すること。

備考

A

〔
甲
府
広
域
二
三
〕



第 1号様式の2 (第4条関係)
第
八
編

印済認承

号第業
務

日

済

月

甲府地区広域行政事務組合

消防署長

D
〔
甲
府
広
域
入
〕

(縦 3cm、横 5cm) 

年

認承(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
〉

三
五
九
一



第 1号様式の3 (第 4条関係)
第
八
編

業
務

号消発第甲広

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
〉

日月年

喫 煙等不承認通知書

所住

様名

(法人の場合は、名称・代表者の氏名)

氏

固

甲府地区広域行政事務組合

消防署長

の承認については、次の日に申請のありました

理由により承認しませんので、通知します。

月年

不承認理由

三
五
九
二

この処分があったことを知った日の翌日から起

算して60日以内に、甲府地区消防長に審査請求することができます。

この処分に不服があるときは、D

〔
甲
府
広
域
入
〕



第 1号様式の4 (第4条関係)
第
八
編

号消発第甲広

業
務 日月年

喫煙等承認取消通知書

所住

様名

(法人の場合は、名称・代表者の氏名)

囲

甲府地区広域行政事務組合

消防署長

号による承認については、次の理由により取り日第

消しましたので、通知します。

D

〔
甲
府
広
域
入
〕

承認取消理由

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して60日以内に、甲府地区消防長に審査請求することができます。

氏

月年

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
〉

三
五
九
三



第
八
編

防火対象物使用開始届出書

第2号様式(第 5条関係)

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
〉

三
五
九
四

① 

年 月 日

様
届出者

住所

(電話 番)

氏名 ⑪ 

所在 地 電話 番|

名 称 主要用途

建築確認年月日 建築確認番号 第 号

消※防同意年月日 ※ 消防同意番号 第 号

工事着手 工年(事予月完定〕了日 使年(用予月定開始) 日
年月日

他許の法認令によ可る

敷地面積 rrl 建築面積 rrl 延面積 rrl 

従業員数 公は従開業時時間又間

屋外消火栓、動

力消防ポンプ、

消防用水の概要

そ の 他

必 要な事項

※ 受 付 欄| ※ 経 過 欄
D

〔
甲
府
広
域
八
〕



② 

用途 構造

消防用設備等の概要

床面積rrl 用途
消備火警報避難備 消火活動

特殊消等防

用の設概備要
防 設 設備設 上必要な
火 施設

対
階象

物

棟 階
~U 
概

階
要

" 
第 階

階

号
階、』ノ

階

1/ 計

第
八
編

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

D

〔
甲
府
広
域
二
ハ
〕

この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

同一敷地内に 2以上の棟がある場合には、棟ごとに「第 1号様式の

2防火対象物棟別概要追加書類」に必要な事項を記入して添付するこ

と。

3 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を

記入すること。

4 建築面積及び延面積の欄は、同一敷地内に 2以上の棟がある場合に

は、それぞれの合計を記入すること。

5 消防用設備等の概要欄には、屋外消火栓、動力消防ポンプ。及ひ消防

用水以外の消防用設備等の概要を記入すること。

6 ※印の欄は、記入しないこと。

7 防火対象物の配置図、各階平面図及び消防用設備等の設計図書(消

火器具、避難器具等の配置図を含む。)を添付すること。

2 

備考

三
五
九
五



第2号様式の2(第 5条関係)

防火対象物棟別概要追加書類

用途 |構造|
防火 消防用設備等の概要

対 床面積 特殊消防等

象 ロI
用途 消火警報避難消火活動 用設備

物棟
設備設備設備 上必要な の概要

施設

別
階概

要

階

^̂̂ ，̂、 ハハハ A 

P、J ，、J

第 階

号 計 1/ 、~

用途 |構造|
防 消防用設備等の概要
火
対 床面積立i

特殊消防

象 用途 消火警報避難 消火活動 用設備等

物棟
設備設備設備 上必要な の概要

施設

別
階

概要

階
，y ‘A ‘̂̂ ^̂ 

、~~
、，、，、，、 ，y 

第

八

編

業

務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

第3号様式(第5条、第 6条、第 7条、第8条関係〉。
• 3.5cm 
D 

，ーーーーー・・・・・・・・・ーー・・・
一

第 下f5- 一，.-， 五甲 年 月 日 九
府広 g tJ 

_.__ 

届 出 済
ノ、

ばコ 〆戸、、
域 小3

一 一
甲府地区広域行政事務組合 Jー，」、

一-'-
/'¥ 

消防本部LJ 、、ノ



第

八

編

業

務

第4号様式(第6条関係)

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー
給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備
ヒートポンプ冷暖房機設置届出書

火花を生ずる設備・放電加工機

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
〉

年 月 日

様

届出者

住所

(電話 番)

氏名 ~p 

防対物火象
所在地 電話 番

名称 |主要用途|

設置 用途 床面積 n1 消防用設備消等

陽所
又は特殊等 防

構造 階層 用設備

届
設備の種類

年着工月(予定日〉 年竣工月(予定日~ I 
出

設備の概要

使 用 す る
種 類 使 用 量

設
燃料・熱液
源・加工

備
安全装置

取氏名扱責任者の職

工事 住所 電話 番

施行者 氏名

※受 付 欄 ※経 過 欄
一一一六

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を

D 

〔
甲
府
広
域

六〕



記入すること。

3 階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入するこ

と。

4 設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨房設備等

と記入すること。

5 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に転載して添付するこ

と。

6 ※印の欄は、記入しないこと。

7 当該設備の設計図書を添付すること。

第

八

編

業

務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
〉

D 
T¥  

一
甲

....Lー
ノ、

広府 四

域

ームー
/'¥ 
し」



第

八

編

業

務

備設電発

備

池
備
備
設

電
設
設
池

約
料
電
電
電

開
燃
発
変
蓄

条円。第タ』の式様号4
 

第

設置届出書

様

年 月

届出者

住所

氏名
(電話

電話

日
〈
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
〉

番)
⑮ 

番

造 所|床

階)、屋外

場

屋内(

面 積

n1 

不燃区画|有・無|換気設備|有・無

Kw  
AH.セル

種 -その他
設置の概要

主任技術者氏名

...... ーノ、

備考 l この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を
記入すること。

3 電圧欄には、変電設備にあっては一次電圧と二次電圧の双方を記入
すること。

4 全出力又は定格容量の欄には、燃料電池発電設備、発電設備又は変
電設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては定格容量を記入す
ること。

5 届出設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に転載して添付する

五

こと。
6 ※印の欄は、記入しないこと。
7 当該設備の設計図書を添付すること。

D 

〔
甲
府
広
域

六〕



第4号様式の3 (第6条関係〉

ネオン管灯設備設置届出書

年 月 日

様
届出者

住所

(電話 番)
氏 名 ⑮ 

防
所在地 電話 番火

対
象

名 称 用 途物

設備 容 量
届

着工(予定) 年竣工(予定)

出 年月 日 月日

設

設 備

の

備 概

要

工 事 住所 電話 番

施行者 氏名

※ 受 付 欄 ※経 過 欄
」

D 
備考 l この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を

記入すること。

3 届出設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付する

〔
甲
府
広
域 こと。

5 4 ※印の欄は、記入しないこと。

5 当該設備の設計図書を添付すること。

第

八

編

業

務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

帽..._
.I¥， 

-'-ノ、、



第4号様式の4 (第6条関係)

水素ガスを充てんする気球の設置届出書

年 月 日

様
届出者

住所

(電話 番)
氏名 ⑮ 

設置請負者
住所 電話 番

氏名

看視人氏名 他 名

設置期間
掲揚 自 至

けい留 自 至

設 置 目 的

設置 地名・地番

場所 屋地上上 又の 別は |用途| 立の入方禁止法I
方充てん又は作業法の

日時 場 所

方法 ガス置場

構 気 球 型
直径 材 質

体積 厚さ

揚 綱 材質 太 さ

電 電格球電の圧定 灯数 配線方式|直列並列

造 飾 種電線類の 断面積

総 重 量 その他

掲揚 必要
支持方法

けい留 事項

※受 付 欄 ※経 過 欄

第
八
編

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

D

〔
甲
府
広
域
八
〕

1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4判とすること。

2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を

記入すること。

3 ※印欄は、記入しないこと。

4 設置場所付近の見取図、気球の見取図及び電飾の配線図(電飾を付

設するものに限る。)を添付すること。

備考三
六
一
七



第
八
編

第5号様式(第 7条関係)

火災とまぎらわしい煙又は火炎
届出書を発するおそれのある行為の

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

年 月 日

様
届出者

住 所

(電話 番)
氏名 @ 

自
発生予定日時

至

発生場所

燃焼物品名

及び数量

目 的

その他必要な

事 項

※受 付 欄 ※経 過 欄

この用紙の大きさは、日本工業規格A4判とすること。備考

三
六
一
八

法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を

記入すること。

その他必要な事項欄には、消火設備の概要その他参考事項を記入す

2 

3 

ること。

※印の欄は、記入しないこと。4 

D

〔
甲
府
広
域
八
〕



第5号様式の2 (第 7条関係)

道路

D

〔
甲
府
広
域
八
〕

書

年 月 日

様

届出者

住所

(電話 番)

氏名 ⑮ 

自

工事予定日時

至

路線及び箇所

工事内容

現場責任者

氏 名

※受 付 欄 ※ 経 過 欄

備考

出

1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4判とすること。

2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を

記入すること。

3 ※印の欄は、記入しないこと。

4 工事施工区域の略図を添付すること。

届事工
第
八
編

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
〉

三
六
一
九



第
八
編

第5号様式の3 (第 7条関係)

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

書

年 月 日。

様

届出者

住 所

(電話 番)

氏 名 ⑮ 

打上げ予定日時 自
仕掛け 至

打上げ場 所
仕掛け

周聞の状況

煙火 の 種 類
及び数量

目 的

その他必要な
事 項

打上げに直接従
仕掛け
事する責任者の
氏 名

※受 付 欄 ※経 過 欄

出届
げ
け

上
掛

打
仕

火煙

日本工業規格A4とすること。この用紙の大きさは、l 備考

三
六
二

O

法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を

記入すること。

※印の欄は、記入しないこと。

2 

3 

その他必要な事項欄には、消火準備の概要その他参考事項を記入す4 

ること。

打上げ、仕掛け場所の略図を添付すること。5 

D

〔
甲
府
広
域
八
〕



第5号様式の4 (第 7条関係)
第
入 催物開 催 届 出 書
編

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

年 月 日

様

届出者

住所

(電話 番)

氏名 印

所在地 電話 番

名称 本来の用途

使 位 置 面 積 客席の構造

用
ni 

箇

所 消消防防用用設設備備等等又の概は要特殊

使用目的

使用期間 開催時間

避難誘従導事及び消火活収容 人員 名
動に できる人員

名

防火管理者
氏 名

その 他
必要な事項

※受 付 欄 ※経 過 欄

...... ーノ、

備考 l この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を

記入すること。

3 ※印の欄は、記入しないこと。

4 使用する防火対象物の略図を添付すること。

D 

〔
甲
府
広
域

六〕



第5号様式の5 (第 7条関係)

水道義水届出書

年 月 日

様

届出者

住所

(電話 番)

氏名 ⑮ 

断 自
水予定日時

滅 至

断
水区 域

減

工事場所

理 由

現場責任者

氏 名

※受 付 欄 ※経 過 欄

D 備考 l この用紙の大きさは、日本工業規格A4判とすること。

2 法人又は組合にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の

所在地を記入すること。

3 ※印の欄は、記入しないこと。

4 断・減水区域の略図を添付すること。

〔
甲
府
広
域

六〕

第

八

編

業

務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
〉

_._ 
/、



第6号様式(第 7条の 2関係)

実 指定洞道等届出書(新規変更)
編

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
〉

年 月 日

様

届出者

事業所名

所在地

(電話

代表者氏名 印

設 法人の名称

置

者 代表者氏名

洞道等の名称

設 起 点、

置
終 点、

場

所 経由地

その他必要事項

※受 付 欄 ※経 過 欄

ーιー
ノ、

備考 l この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 ※印の欄は、記入しないこと。

3 i同道等の経路図、設置されている物件の概要書、火災に対する安全

管理対策書その他必要な図書を添付すること。

D 

〔
甲
府
広
域

六〕



第7号様式(第8条関係)

少量危険物貯蔵
指定可燃物取扱い届出書

年 月 日

様

届出者

住所

(電話 番)

氏名 印

貯蔵文は取扱い 所在地

の 場 所 名称

類、品名及び
類 口仁口I 名 最大貯蔵数量 一日最大取扱数量

最大数量

貯方蔵又は取扱
法 の 概 要

貯蔵又は取扱場
所の位置、構造
及び設備の概要

消防用設備等文
は特殊消防用設
備等の概要

貯蔵又は取扱い
の開始予定期日
又は期間

そ の 他
必要 な事 項

※受 付 欄 ※経 過 欄

D 

〔
甲
府
広
域

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を

記入すること。

3 ※印の欄は、記入しないこと。

4 貯蔵又は取扱いの場所の見取図を添付すること。

六〕

第

八

編

業

務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

....L.. ノ、

四

ノ、
互三

'-../ 



第7号様式の2(第 8条関係)
第

八 少量危険物貯蔵廃止届出書
編 指定可燃物取扱い

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
〉

年 月 日

様

届出者

住所

(電話 番)

氏名 ~p 

貯蔵又は取扱い 所在地

の 場 所 名称

類、品名及び
類 ロロロ 名 最大貯蔵数量 一日最大取扱数量

最大数量

貯方蔵又は 取扱
法の 概 要

貯蔵又は取扱場
所の位設置、構造
及び備の概要

消特防等殊用設備等又
は 消防用設
備 の 概要

廃止年月日 年 月 日

※受 付 欄 ※経 過 欄 J

六
五

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を

記入すること。

3 ※印の欄は、記入しないこと。

D 

〔
甲
府
広
域

六〕



第8号様式(第 9条関係)

少量危険物等タンク楚龍申請書

D 

年 月 日

様

申請者

住 所

氏 名 ~p 

(電話 番)

設 住 所
置
者 氏 名

設置場所

貯蔵又は取扱う
類 口口口 名

類・品 名

タ 形 状

ソ
法 H廿』

ク 寸 mm 量 L 

構

mm 造 材質記号 板 厚

タンクの最大常
kpa 

用 圧 力

検査の種類及び
検査希望年月日

タンク造製年造，者及
び製 月日

※受 付 欄 ※経 過 欄 ※手 数 料 欄

検査 年月日年月 日

検査番号第 1Eヨコ

〔
甲
府
広
域

備考 l この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を

記入すること。

3 申請するときは、タンクの構造明細図書を添付すること。

4 ※印の欄は、記入しないこと。

六〕

第

八

編

業

務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

六
五
四



(第 9条関係)第8号様式の2
第
八
編

A

〔
甲
府
広
域
二
五
〕

少量危険物等タンク検査済証

水張り又は水圧検査の別

検 査 圧 力 kpa 

タ 形 状 容量 L 

ン

ク
寸 法 mm 

の

構

造 材質記号及び板厚 mm 

製 造 者 及 び

製 造 年 月 日

タンク検査番号第 号

年 月 日

甲府地区広域行政事務組合

消防長 印

正

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

三
六
五
五

この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。1 備考



第
八
編

(第9条関係)第8号様式の2

副

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

三
六
五
五
・

2

少量危険物等タンク検査済証

検査圧力 kpa 

検査番号 第 号
50mm 

検査年月日 年 月 日

甲府地区広域行政事務組合

70mm 

このタンク検査済証は、金属板とすること。

このタンク検査済証は、タンクの見やすい簡所に取り付けること。

1 

2 

備考

A

〔
甲
府
広
域
二
五
〕



〔
次
の
規
則
は
、
編
集
時
現
在
未
施
行
〕

O
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

ヘ
平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
二
日
J

f

規

則

第

五

号

」

甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
(
昭
和
五
十
一
年

十
月
規
則
第
九
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(
指
定
催
し
の
指
定
)

第
四
条
の
二

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
条
例
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
指
定
催
し
を
指
定
し
た
と
き
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
指
定
催
し
の
指
定
通
知
書
(
第
一
号
様
式
の
五
)
に
よ
り
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

(
火
災
予
防
上
必
要
な
業
務
に
関
す
る
計
画
の
提
出
)

第
四
条
の
三

条
例
第
四
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
火
災
予
防
上
必
要

な
業
務
に
関
す
る
計
画
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
火
災
予
防
上

必
要
な
業
務
に
関
す
る
計
画
提
出
書
(
第
一
号
様
式
の
六
)
に
当
該
業
務
を

行
う
区
域
及
び
場
所
を
記
し
た
略
図
を
添
え
て
、
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に

第
八
編

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

三
六
五
五
・

3

A

〔
甲
府
広
域
二
五
〕

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
五
号
様
式
の
五
」
を
「
第
五
号
様
式
の
六
」
に
改

め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
こ
れ
ら
」
を
「
同
条
第
二
す
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に

改
め
る
。

第
一
号
様
式
の
四
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



第
八
編

第 1号様式の5 (第4条の 2関係)

号消発第甲広

日月年

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

指定催しの指定通知書

所住

様名氏

(法人の場合は、住所・代表者の氏名)

甲府地区広域行政事務組合

j公印

甲府地区広域行政事務組合火災予防条例第42条の 2第 1項の規定に基づき、下

消防署長

記催しを指定催しとして指定したので通知します。

記

催しの開催場所

催しの 名 称

催しの開催期間

刀t教

この処分があったことを知った日の翌日から起この処分に不服があるときは、

算して60日以内に、甲府地区広域行政事務組合消防長に対して審査請求をするこ

とができます。

この処分があったことを知った日の翌日から起算この処分については、まTこ、

して 6か月以内に、甲府地区広域行政事務組合を被告(訴訟において甲府地区広

として、処分の取消しの訴域行政事務組合を代表する者は管理者となります。)

えを提起することができます。

三
六
五
五
・
4

この処分について審査請求をしたときには、当該審査請求に対する裁TこTごし、

決があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に、処分の取消しの訴

えを提起することができます。

A

〔
甲
府
広
域
二
五
〕



第 1号様式の6 (第4条の 2関係)
第
八
編

火災予防上必要な業務に関する計画提出書

年 月 日

様

届出者

住所

(電話

氏名

⑮ 

防火担当者

住所

(電話

氏名 ⑮ 

別添のとおり火災予防上必要な業務に関する計画書を提出します。

指定催催しの
開 場所

指定催しの名称

開催期間 自 年 月 日
開催時間 終開始了

時 分
至 年 月 日 時 分

一日当たりの
露庖等の数

人出予想人数

使用火気等
口コンロ等の火を使用する器具 ロガソリン等の危険物 l
口その他(

その他必要事項

※受 付 欄 ※経 過 欄

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

A

〔
甲
府
広
域
二
五
〕

三
六
五
五
・

5

備考

日本工業規格A4とすること。この用紙の大きさは、1 

口印のある欄には、該当の口印にレを付けること。

※印の欄は、記入しないこと。

2 

3 



第
八
編

業
務

(
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

第
五
号
様
式
の
五
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第5号様式の6 (第7条関係)

露庖等の開設届出書

年 月 日

様

届出者

住所

(電話

氏名

⑮ 

開設期間 自 年年 月 日
営業時間

開始 時 分
至 月 日 終了 時 分

開設 場 所

催し の名 称

開設 庖 数
消火器の
設置本数

現場責任者氏名 (電話

※受 付 欄 ※経 過 欄

備考

日本工業規格A4とすること。この用紙の大きさは、1 

法人又は組合にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の2 

三
六
五
五
・

6

所在地を記入すること。

露店等一覧表、露庖等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図3 

を添付すること。

※印の欄は、記入しないこと。4 
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〕



A
〔
甲
府
広
域
二
五
〕

同
只

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
第
八
編

業
務
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甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
)

三
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・
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(一
ニ
六
五
六
)


